
 

 

撮影隊向け遵守事項 

申込みに当たっての注意事項 

 

 町民の皆様の御協力をいただきながら、フィルム・コミッション事業を推進 

しておりますので、今後とも撮影支援がスムーズに行えるよう、御利用いた 

だく制作者の方々に、以下の事項について御協力をお願いいたします。 

  

 １ 制作者・代表者の氏名、連絡先を明確にして下さい。 

 ２ 各種許可申請の代行は行いませんので制作者が行ってください。 

 ３ 撮影行為中（ロケハン含む）に施設、物品等を破損した場合は、迅速に

対処をお願いいたします。また、事故、トラブル等が発生しないよう万全

の注意をお願いしますが、万が一発生した場合は、損害賠償責任を負って

いただくほか、制作者の責任において対応して下さい。 

 ４ 撮影等において、騒音や夜間照明等により現場周辺の町民の生活環境へ 

  影響が予想される場合は、事前に地域住民に対して、理解、協力が得られ

るよう説明をお願いします。 

 ５ 撮影等に際し、施設側または撮影協力者等から出される指示や諸条件を 

厳守してください。 

６ 撮影等の中止、変更については速やかにフィルム・コミッション事務局

に御連絡下さい。特に変更事項によっては御協力できない場合があります

ので御了承願います。また、中止等によって撮影協力者等に損害を与えた

場合は制作者の責任をもって対処願います。 

 ７ 撮影等を終了した時点で、施設等の原状回復や清掃をお願いするととも

にごみは必ずお持ち帰りください。 

 ８ 撮影等によって発生する諸費用については制作者が負担してください。 

 ９ フィルム・コミッションを介しての撮影は、可能な限り、フィルム・コ

ミッション及び撮影場所の施設・機関の撮影協力クレジットの明示をお願

いします。 

 10 撮影した映像の２次利用については、無断で使用せず、あらかじめフィ

ルム・コミッションの許可を得てから使用してください。 

11 施設等の管理者、撮影協力者から許可、同意が得られない場合もありま

すので、予め御了承下さい。 

12 映像の撮影に伴い、知り得た個人情報を第３者に漏洩又は窃用しないで

ください。 

 

なお、注意事項等に反する行為があった場合は、撮影を即時中止していた

だき、今後についても撮影支援の御協力はいたしかねます。 

 


